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１ 国保制度改革が必要な理由

☞ 市町村国保が抱える構造的な課題を解消し、国保財政を安定化させるため

≪市町村国保が抱える構造的な課題とは・・・≫

■退職後に加入する被保険者が多いため、

○年齢構成が高い＝医療費水準が高い

○年金生活者が多いため、比較的所得水準が低い

■一般会計からの法定外繰入により国保財政を黒字化している市町村がある。

■小規模保険者（被保険者が3,000人未満）が多い。

⇒全国では約458/1,716（26.7％）、長野県は43/77（55.9％）

⇒小規模保険者は、高額医療費の被保険者が発生した場合に、少ない人数で支え合うため、

保険料負担の急増のリスクが高まる。

■市町村間の格差が大きい。

⇒１人当たり医療費・・・最大は北海道の2.7倍、長野県は2.2倍で全国第2位

⇒1人当たり所得・・・・・最大は北海道の14.6倍、長野県は4.6倍で全国第5位

⇒1人当たり保険料・・・最大は長野県の3.7倍

平成27年5月27日の国保法の一部改正により、

①公費の拡充 ②国保財政運営を都道府県単位化 の２本柱の国保制度改革が決定

解消する
ために
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２ 国保制度改革の２本柱 ～①公費の拡充～

☞ 毎年約３，４００億円の財政支援［主に３種類の公費拡充］

①低所得者対策 【1,700億円】

国保料の軽減（７・５・２割軽減）対象の拡大により発生する費用に対して財政支援

②国調整交付金の増額 【800億円】

➢ 主に保険者間の所得格差を調整する分・・・300億円

➢ 激変緩和用財源としての追加分・・・300億円

➢ 都道府県や市町村の個別の状況に応じた交付分の増額・・・200億円

③保険者努力支援制度の新設 【800億円】

⇒医療費適正化や収納率向上対策などの保険者の取組みを点数化し、その点数に応じた交付金

の交付

都道府県分･･･500億円 市町村分・・・300億円（別途200億円を追加し計500億円）
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≪参考≫ 保険者努力支援制度の概要 ［取組指標］
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≪参考≫ 保険者努力支援制度の概要 ［交付額の計算方法］

☞ 取組指標ごとに加点され、保険者ごとの被保険者数を乗じた総点数で按分

＜市町村分の場合＞都道府県分も同様
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２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅰ

☞ 都道府県内の国保の保険給付費（主に医療費）を、都道府県が責任を持って支払う

■都道府県が国保の保険給付費を全額支払う財源として、管内市町村は都道府県に「国保事業費納付金」を納付

■この新たな仕組み（納付金制度）の導入により、今までは各市町村内の被保険者どおしの支え合いだったもの

が、これからは「市町村間の支え合い」の仕組みも新たに加わります。

＜国保制度改革後の財政運営のイメージ＞
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２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅱ

☞ 都道府県は、新たに国保特別会計を設置し、国保財政を運営します。

■都道府県は、市町村ごとの納付金額の決定、保険給付費の支払いを行い、国保財政の「入り」と「出」を管理

■市町村は、都道府県から示された納付金を納付

＜国保制度改革後の国保財政の仕組みのイメージ＞
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２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅲ

☞ 市町村は、保険料と国及び県の公費を財源として都道府県に納付金を納付します。

■市町村は、都道府県から示された納付金額と標準保険料率を参考にして、保険料率を決定し、徴収した保険料と

国や県から交付される公費と合わせて、都道府県に納付金を納付

＜国保制度改革後の国保保険料の賦課・徴収のイメージ＞

※標準保険料率には次の２種類があります。

○各都道府県の統一算定方式に基づいて、各市

町村が納付金を納付するために必要な保険料

率を都道府県が算出したもの

○各市町村の算定方式に基づいて、各市町村が

納付金を納付するために必要な保険料率を都道

府県が算出したもの ７



２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅳ

☞ 県全体の国保保険給付費は、全市町村からの納付金と国・県・被用者保険からの交付

金等で賄われます。

＜納付金の仕組み①＞

県全体の国保保険給付費

県からの公費（交付金）

国からの公費（負担金）

被用者保険からの支援
（前期高齢者交付金）

市町村からの納付金

Ａ 市

Ｂ 町

Ｃ 村

納

付

金

の
納

付
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２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅳ

☞ 納付金は、市町村の被保険者数・所得水準・医療費水準等を反映して算定します。

■納付金は、市町村の被保険者数・世帯数・所得額に応じて算出した額に、各市町村の医療費水準を反映させて

金額を算出します。

＜納付金の仕組み②＞

県全体の納付金総額を、各市町村の

［ 被保険者数・世帯数 ］

及び ［ 所得額 ］

で按分して算出した額に

↓

医療費水準を反映させて、

（＝医療費が高い市町村は納付金が高い）

各市町村の納付金額を決定。

被保険者数・世帯数・所得水準・医療費水準の違いにより、各市町村の納付

金額に差が出ます。

被保険者数に応じた按分【51％】 所得に応じた按分 【49％】

県全体の納付金全体の配分割合
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２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅴ

☞ 制度改革に伴い保険料の急激な負担増加を防ぐため、激変緩和措置を講じます。

■今般の制度改革により増加する負担分について、国・県の公費を投入し、市町村の納付金額を減少させ、保険

料率の急激な上昇を抑制・・・原則６年間実施し、状況に応じて最長４年延長（計10年）実施予定

＜激変緩和のイメージ＞

＜基本的な考え方＞

◎比較元

制度改革前のH28年度の納付金

相当額を基点として、各年度の納

付金額と比較し、増加分を対象

◎対象額

上記の増加分のうち、制度改革に

より増加した分のみを対象とするた

め、医療費の自然増加分等（右の

図の「自然増」部分）は対象外とし、

これと④を加えた一定割合分を除

いた額を対象

制度改正前

自然増

H28 H30 H31 H32

①保険税率決定の基になる金額である制度改正前の納付金相当額が制度改正後の納付金額に増加

②激変緩和措置として公費を投入

③激変緩和措置により、保険税率決定の基礎となる金額が制度改正前の水準程度に減少

④激変緩和措置額は一定の率を積み増すことにより年々減少させる

　（６年間で措置額が０円となるよう一定の率を設定するが、毎年度２％以内。

　　上限を設けることにより６年経過しても措置額が０円とならない市町村がある場合に措置期間延長。）

制度改正前は、保険税総額を基に保険税率を決定
↓

制度改正後は、県からの納付金総額を基に保険税率を決定

④一定の率

（２％上限）

③措置後の
納付金額

③措置後の
納付金額

③措置後の
納付金額

①納付金相当額

＝保険税率決定
の基になる金額

②激変緩和
措置額

②激変緩和
措置額

②激変緩和
措置額

自然増分

制度改正後

④一定の率

（２％上限）④一定の率

（２％上限）

自然増
自然増

制度改正に

伴う負担増

①
激
変
緩
和
措
置
前
の
納
付
金
額
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２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅵ

☞ 都道府県と市町村が共通認識の基に国保を運営していくための方針を定めます。

■都道府県は、市町村の意見を聞き、新たに設置した「国保運営協議会」での議論を経て、当方針を策定

■当方針は３年ごとに改定

＜国が示す主な方針記載事項＞
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２ 国保制度改革の２本柱 ～②国保財政の都道府県単位化～Ⅵ

☞ 都道府県と市町村が共通認識の基に国保を運営していくための方針を定めます。

＜長野県の国保運営方針の主な記載事項＞

■国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

○国保加入状況 ○医療費の現状と将来推計

○国保財政の現状、赤字解消・削減の取組み

■標準保険料（税）の標準的な算定方法

○統一の保険料水準

［当面統一しないが、次期運営方針の改定時期までに検討］

○納付金・標準保険料の算定 ○激変緩和措置

■保険料（税）の徴収

○目標収納率の設定 ○収納強化の取組み

■保険給付の適正な実施

○第三者求償の推進 ○療養費の支給の適正化

○レセプト点検 ○高額療養費多数回該当の取扱い

■医療費適正化の取組み

○特定健診・特定保健指導実施率向上のための取組み

○後発医薬品の使用促進

○糖尿病性腎症重症化予防の取組み

■市町村が担う事務の効率化、標準化

○効率化

・被保険者証と高齢受給者証の一体交付

・広報事業

○標準化

・申請様式の標準化 ・事務処理マニュアルの作成

■保健医療・福祉サービス等に関する施策との連携

○地域包括ケアシステム関係

○レセプト等のデータ分析・活用

■関係市町村相互間の連絡調整等

○長野県県・市町村国民健康保険運営連携会議の設置

○国民健康保険運営協議会の審議

■検証及び見直し

○市町村におけるＰＤＣＡサイクルの実施

○国保運営方針の検証・見直し 12


